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米子駅周辺整備について 
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（１）米子駅南北自由通路詳細設計における
デザインの進捗状況について

駅北広場については、ウォーカブルな街づくりを踏まえ、「居心地が良く歩きたくな
るまちなか」の実現を目指し、令和２年度に基本計画を策定する予定です。
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①階段部の頭上空
間を確保するため
天井高さを変更

新駅ビル既存
ＪＲ施設

駅南広場

④歩行者の利便
性を考慮した連
続する庇

⑤広場への視認性を高めるだけでなく、施
設奥にある公衆トイレやエレベーターを安心
して利用できる開放感のある１階

【駅北側】

【駅南側】

②駅北広場の視認性向
上による開放感を演出

（パブリックコメント時）

【駅北側】

【駅南側】

③天井高が上がった東
側と天井高を揃え、商
都米子の南北軸を表す
フレームを強調

⑥エスカレーターの仕様決
定により、梁（●）の位置変
更が必要となったことに伴
うフレーム幅の変更

（パブリックコメント時）
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自由通路内の県産材使用イメージ

自由通路（２階天井面）
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◎米子駅南北自由通路の設計を進めるにあたっては、「米子市公共建築物等における木材の利用促進に関する
基本方針」を踏まえ、県産材による木質化に努めています。

自由通路は、南北の都市軸を表すだけでなく、来訪される方をお迎えする空間、出発される方をお見送りする空
間であり、木目の美しさ、木肌のぬくもりなど木材の持つ特性を生かした整備を行います。
≪木質化案≫
・壁面、床面は耐久性を考慮し非木材を使用し、天井面に県産材を使用した木質化を行います。
・天井の壁面沿いに県産材を平行に配置し、南北の都市軸を強調するとともに、展望スペースやポスター等
の掲示スペースの天井は全面木質化することで、ぬくもりのある空間を創ります。
・耐久性を考慮し、屋外部分（Ａの部分など）は、木材調のボード（非木材）を想定しています。
・直射日光による劣化を考慮し、自由通路内のＢの面については、木材調のボード（非木材）を想定しています。
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○民間との連携による米子グルメプラザ、ＪＲ  
  指令ビル敷地の一体的な利活用 
○当該施設の規模や内容に合わせ、タクシー 
     乗降場などの適切な配置 
≪検討事項・課題≫ 
 ・民間との連携による利活用の検討（業種、 
   規模など） 
 ・だんだん広場に係る鳥取県との調整 

○安心安全な歩行者空間の確保 
 ・玄関口としてのおもてなし空間 
 ・来訪者等の憩いの空間 
 ・ウォーカブルな街の核となる空間 
   （駅からまちなかへの円滑な移動） 
≪検討事項・課題≫ 
 ・駅前交差点の歩行者移動の円滑化 

○バスターミナルの改修 
・乗降場のバリアフリー化 
≪検討事項・課題≫ 
・バス交通体系の再検討に伴うターミ 
 ナルの効率化 

歩行者動線 

駅北広場整備に向けた検討イメージ 
○駅前交通広場の整備 
 ・駐車場（一般車両、観光バス）及び駐輪場 
 ・一般車両降車場 
 ・タクシー及びバス乗降場 

※このイメージは、基本計画策定に向けた整備イメージであり、確
定したものではありません。 

 今後、基本計画を策定していく中で、鳥取県やＪＲ西日本などの
関係者と連携を図りながら、検討を進めてまいります。 

新米子駅 

新駅ビル 

ＪＲ西日本 
現米子支社ビル 
（残存部） 

ＪＲ西日本 
新米子支社ビル 

駅南広場の整備 
（事業実施中） 

◎駅南⇔米子駅⇔駅北をストレス
なく移動できる歩行者空間を確保 

② 駅や賑わい施設と連携した 
交通ロータリーの整備への検討 

① 歩行者空間の 
拡大への検討 

③ だれもが使いやすい 
バスターミナルへの検討 

（２）米子駅北広場整備について 
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１ ウォーカブル推進都市とは 

 「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成を目指す。 

 まちなかを車中心からひと中心の空間へと転換し、人々が集い、憩い、多様な活動を繰

り広げられる場へと改変する取組。 

 ひと中心の豊かな生活空間を実現させるだけでなく、地域消費や投資の拡大、観光客の

増加や健康寿命の延伸、孤独・孤立の防止ほか、様々な地域課題の解決や新たな価値の創

造に繋がる取組。 

 

２ ウォーカブル推進都市決定の.経緯 

 令和元年７月１２日  国土交通省から首長はじめ団体として賛同してもらえる地方公

共団体に募集があった。 

 令和元年７月３１日  ウォーカブル推進都市に応募 

 令和元年８月７日   ウォーカブル推進都市に決定 

 令和元年８月２３日  ウォーカブル推進都市の実現に向けたニーズ等の把握について

ヒヤリングがあり、回答。 

 令和元年８月２６日  国土交通省のホームページ上でウォーカブル推進都市として応

募一覧表に掲載される。 

３ 今後の取組 

  各種施策の情報提供や、国内外の先進事例の情報共有を進めるとともに、今後の施策 

 づくりに対する協議をすることにより、本市についても米子市の特徴を生かしたウォー 

カブル推進都市を目指す。 

参考 

 ウォーカブル推進都市について 
※令和元年９月２４日 

米子市議会総務政策委
員会における報告資料 
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